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講座受講者・職員募集

�松前町傾聴ボランティア養成講座受講者募集�
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傾聴ボランティアとは、相手との信頼関係を前提に、相手の話を否定することなく、まるごと受け止めて
聴く一定の技術を身につけたボランティアのことです。興味のある方はぜひご参加ください。

◆実 施 日：３月２７日（火）～２８日（水）
◆募集締切：３月１６日（金） 当日消印有効
◆講 師：ＮＰＯ法人ホールファミリーケア協会

理事長 鈴木絹英 氏

１ 受講資格
① ２日間（１０時間）コース
町内にお住まいで、２日間の研修を欠席しな
いで受講でき、傾聴ボランティアとして活動し
ていただける方。
② ２時間（講義のみ）コース
どなたでも聴講していただけます。

２ 定 員
２日間コース：４２名
２時間コース：概ね１００名

（２日間コースの４２名を含む）
３ 受 講 料 無料

４ 受講者の決定
【２日間コース】申込者が定員を上回った場合は、
傾聴ボランティアとしての活動可能時間、性別・
年齢層などを考慮して決定します。（受講の可否
は全員に通知します）
【２時間コース】申込者が会場の収容人員を超え
た時点で、申込みは終了とします。（聴講の可否
は全員に通知します）

５ 申込方法
「傾聴ボランティア養成講座受講申込書」にご記
入のうえ、締切りまでに持参又は郵送してください。
◆研修修了者（２日間コース修了者のみ）は、ボランティ
ア登録を行っていただき、各施設、高齢者の自宅などで
傾聴活動を実施していただきます。

申込み・問い合わせ
松前町地域包括支援センター �９８５－４２０５
〒７９１－３１２０ 松前町大字筒井７１０番地１

（松前町総合福祉センター内）

松前町図書館（文化センター内）
「ふるさとライブラリー」で
図書の貸出、整理など

パートでやってみませんか

● パート保育士募集 ●
パート保育士

乳幼児の保育・保育所運営の事務、雑
務全般
月曜日から金曜日
�７時～９時 �１６時～１９時
�２名程度 �２名程度

松前保育所

・６５歳未満の方（昭和１７年４月２日以
後に生まれた方）

・地方公務員法第１６条の各号のいずれ
にも該当しない者

保育士証（保母・保育士資格で登録済
の方）を有している方

平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日

９２５円／時（１０日支払）

労働保険加入

面接により決定

履歴書（市販のもので可）と資格証の
写しを総務課職員係に提出してくださ
い。（受付時間８時３０分～１７時１５分）郵
送不可。任用者が決まり次第、申込み
を締め切ります。

随時、本人に別途通知・松前町役場

役場総務課職員係 �９８５－４１０３

募 集 職 種

勤 務 内 容

勤務日・勤務時間

募 集 人 員

勤 務 場 所

年 齢 要 件 等

免 許 ・ 資 格

任 用 期 間

給 料（１８年度）

社会保険・労働保険

任 用 決 定

申 込 方 法

面接日・面接場所

問 い 合 わ せ

平成１９年４月１日～
（１年間以内）

週４日程度の勤務
勤務時間① ９時３０分～１４時
勤務時間② １４時～１９時
①②の勤務時間を交代で勤務
土・日曜日・祝日の勤務あり

１２名程度

６２５円／時 月額５０，０００円程度

なし

松前町に在住する１８歳以上６０歳
未満の方

履歴書（市販のもの）を記載の
うえ、総務課職員係に提出して
ください。（郵送不可）

２月１３日（火）１７時１５分まで

役場総務課職員係
�９８５－４１０３

雇 用 期 間

勤 務 形 態

募 集 人 員

給 料
（１８年度）

社会保険等

申 込 要 件

申 込 方 法

申 込 締 切

問い合わせ
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